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中
原
庄
兵
衛
家

『
万
留
帳
』

の
分
析

｜
｜
資
産
家
形
成
の
一
事
例
｜
｜

中

i
 
l
 

－－
E
ノ

す

カf

ね

は

じ

め

が
こ
こ
に
横
帳
一
冊
が
あ
る
。
表
紙
に
は
「
明
治
九
年
一
月
吉
日

と
ど
う
に
か
読
み
取
れ
釘
山
中
原
家
は
、
江
戸
時
代
に
は
鴻
池
屋
庄
兵
衛
（
圧
十
郎
）
を
名
乗
り
、
大
坂
を
代
表

万
留
帳
」
と
大
き
く
墨
書
さ
れ
、
裏
表
紙
は
か
な
り
痛
ん
で
い
る

「
中
原
と
し
」

ず
る
両
替
商
に
し
て
大
名
貸
商
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
万
留
帳
」
を
中
心
に
前
期
的
金
融
資
本
の
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
例
を
抽
出

ず
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。
限
ら
れ
た
史
料
を
も
と
に
分
析
す
る
の
で
限
界
が
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
承
知
し
て
い
る

が
、
あ
え
て
そ
れ
を
行
な
う
の
は
、
前
期
的
金
融
資
本
が
明
治
以
降
生
き
の
び
且
そ
の
状
況
の
推
移
が
わ
か
る
例
は
案
外
に
少
な
い
か

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
っ
て
、
明
治
政
府
の
藩
債
処
分
等
経
済
諸
政
策
に
よ
り
没
落
し
た
例
と
政
商
化
或
い
は
実
業

19 

へ
の
転
身
に
よ
り
近
代
化
に
成
功
し
た
例
（
そ
の
各
々
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
あ
る
が
）
が
あ
る
こ
と
は
常
識
的
に
も
知
ら
れ
、
そ
の

（

2
）
 

あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
実
証
研
究
も
あ
る
。
し
か
し
没
落
も
し
な
い
か
わ
り
特
に
は
な
ば
な
し
く
も
な
く
、
地
味
な
だ
け
に
か
え
っ
て
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理
解
し
に
く
い
ヶ

I
ス
が
あ
る
。
中
原
圧
兵
衛
家
の
場
合
も
そ
う
で
、
明
治
以
降
も
い
わ
ゆ
る
「
資
産
家
」
と
し
て
生
き
残
っ
た
も
の

の
、
江
戸
後
期
に
十
人
両
替
と
し
て
行
な
っ
た
よ
う
な
経
済
界
の
中
核
と
し
て
の
活
躍
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
中
原
の
よ
う
な
資
産

家
も
近
代
日
本
資
本
主
義
の
支
柱
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
従
っ
て
中
原
家
の
江
戸
か
ら
明
治
へ
の
経
営
を
継
続
の
視

点
か
ら
観
察
す
る
こ
と
は
、

日
本
資
本
主
義
の
主
体
生
成
の
特
質
を
探
る
一
助
に
な
る
と
考
え
る
。

こ
う
し
た
問
題
関
心
に
よ
り
、
次
章
以
下
一
u

万
留
帳
』
の
分
析
を
行
な
う
が
、
最
初
に
中
原
家
に
つ
い
て
お
お
よ
そ
の
説
明
を
し
て

お
く
。
中
原
庄
兵
衛
家
は
、
鴻
池
屋
善
右
衛
門
の
最
も
古
く
か
っ
有
力
な
別
家
（
幕
末
期
「
一
ニ
新
家
」
と
呼
ば
れ
た
筆
頭
別
家
の
内
）

で
あ
る
。
初
代
庄
兵
衛
は
享
保
一
万
年
（
一
七
二
ハ
）
に
家
督
を
相
続
し
て
い
る
が
、
そ
の
先
代
の
二
万
居
士
こ
そ
延
宝
七
年
（
一
六
七

九
）
に
普
右
衛
門
家
に
出
勤
、
元
禄
一
一
年
（
一
六
九
八
）
別
宅
、
中
原
家
を
創
始
し
た
人
で
あ
る
山
宝
永
五
年
（
一
七

O
八
）
に
は

自
分
家
業
を
許
さ
れ
、
家
業
内
容
は
わ
か
ら
な
い
が
、
当
時
善
右
衛
門
本
家
で
も
酒
造
等
多
角
経
営
か
ら
大
名
貸
専
従
へ
経
営
を
転
換

し
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
、
金
融
へ
の
係
わ
り
は
当
時
か
ら
大
な
り
小
な
り
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
中
原
家
が
本
両
替
｜
｜
金
融
業

（

6
）
 

者
と
し
て
台
頭
し
諸
藩
の
用
達
を
勤
め
て
い
る
の
が
わ
か
る
の
は
江
戸
中
期
で
あ
る
。
こ
の
期
以
降
の
中
原
家
は
、
今
橋
二
丁
目
の
本

家
の
向
か
い
に
間
口
七
間
（
安
政
二
年
）
の
店
舗
を
構
え
、
本
両
替
・
入
替
両
替
の
業
務
を
行
な
い
、
文
政
期
（
一
八
一
八
J
一八一一一

（

8
）
 

O
）
以
降
し
ば
し
ば
金
銀
引
替
や
御
用
金
出
納
事
務
等
御
用
を
勤
め
る
十
人
両
替
の
一
人
と
な
っ
て
い
る
。
男
子
当
主
で
は
八
代
目
に

あ
た
る
十
三
郎
が
明
治
七
年
（
一
八
七
六
）
に
亡
く
な
り
、
そ
の
後
中
原
と
し
名
前
と
な
っ
て
い
た
が
、
明
治
一
六
年
繁
之
助
が
入
家

（

ω） 

し
て
庄
兵
衛
を
名
乗
り
九
代
目
と
な
っ
た
。
そ
の
長
男
繁
之
助
は
明
治
二
五
年
に
生
れ
、
同
三
五
年
家
督
相
続
し
て
い
る
。
『
万
留
帳
』

の
記
載
で
最
も
新
し
い
も
の
は
明
治
四
一
年
一
月
の
日
付
を
有
す
る
か
ら
、
中
原
と
し
の
代
に
書
き
起
こ
さ
れ
、
繁
之
助
庄
兵
衛
に
引

き
継
が
れ
、
お
そ
ら
く
彼
の
子
供
が
成
長
す
る
ま
で
、
記
録
さ
れ
続
け
た
の
で
あ
る
。
中
原
家
に
と
っ
て
こ
の
『
万
留
帳
』
の
時
代
こ



そ
、
江
戸
時
代
に
蓄
積
し
た
前
期
的
資
本
を
近
代
資
本
へ
と
変
態
を
遂
げ
さ
せ
る
硲
の
時

期
で
あ
っ
た
。
そ
の
変
態
は
ど
の
よ
う
に
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

分
析
（
一
）
前
期
的
資
本
の
形
成

分
析
に
か
か
る
前
に
、

『
万
留
帳
』
全
体
の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

こ
の

中原庄兵衛家『万留帳』の分析

帳
簿
は
大
き
く
五
つ
の
部
分
に
分
か
れ
て
い
る
。
帳
簿
上
の
表
記
で
は
順
に
財
本
・
附
込

・
諸
藩
・
貸
附
・
内
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
座
と
呼
ば
れ
、
各
々
別
帳
を
有
す
る
。

『
万
留
帳
」
は
、
基
本
的
に
は
五
つ
の
座
を
総
合
し
総
資
本
を
把
握
す
る
た
め
の
も
の
で

あ
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
が
は
っ
き
り
す
る
の
は
、
財
本
座
の
記
録
が
始
ま
る
明
治
二
一
年

一
月
以
降
の
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
は
四
座
の
記
載
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
明
治
一
二
年
以

前
に
お
い
て
も
総
資
本
の
計
算
そ
の
も
の
は
行
な
わ
れ
て
お
り
、
内
座
の
内
に
記
入
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
そ
れ
だ
け
の
た
め
の
帳
簿
「
新
留
帳
」
が
存
在
し
た
こ
と
が
内
座
冒
頭
の

記
述
！
i
古
帳
内
座
か
ら
新
留
帳
財
本
へ
金
を
一
部
移
動

i
ー
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

座
の
性
格
お
よ
び
相
互
関
係
は
図
ー
の
よ
う
に
図
式
化
で
き
る
。

以
上
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
こ
の
章
で
は
ま
ず
中
原
家
の
江
戸
時
代
に
お
け
る
前

期
的
資
本
の
形
成
に
つ
い
て
述
べ
る
。
帳
簿
の
性
格
上
こ
の
課
題
の
遂
行
に
は
限
界
が
あ

21 

る
が
、
本
家
鴻
池
屋
善
右
衛
門
の
史
料
も
補
い
つ
つ
、
能
う
か
ぎ
り
の
分
析
を
行
な
い
た 五

余剰j

付替

損失扱い付替

一一一一一寸←一一一一
補填（明治18年以降）

図1 『万留帳』の五座の関係



22 

し、。

① 

貸
付
の
内
容

江
戸
後
期
に
お
け
る
中
原
家
の
経
営
の
中
核
は
貸
付
業
で
あ
る
が
、
こ
の
帳
簿
か
ら
そ
の
全
貌
を
捉
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ

の
最
大
の
理
由
は
諸
藩
座
・
貸
附
座
・
附
込
座
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
貸
付
の
す
べ
て
で
は
な
く
、
債
権
つ

ま
り
元
利
未
回
収
分
の
あ
る
貸
付
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
元
利
返
済
を
受
け
た
貸
付
に
つ
い
て
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
貸

付
全
体
の
趨
勢
を
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
事
情
は
、
他
の
商
家
で
藩
債
処
分
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
類
の
書
類
に
つ

い
て
も
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
不
良
貸
付
が
増
加
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
貸
付
全
体
が
不
振
で
あ
っ
た
と
一
概
に
は
言
え
な
い
。
し

か
し
債
権
の
分
布
状
況
か
ら
、
貸
付
全
体
の
動
向
も
あ
る
程
度
は
推
測
さ
れ
よ
う
。
ま
ず
中
原
家
の
貸
付
先
、
貸
付
対
象
で
あ
る
が
、

幕
府
・
大
名
・
武
士
・
町
人
に
大
別
で
き
る
。
そ
の
各
々
の
比
重
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
諸
藩
座
に
記
載
の
領
主

貸
か
ら
分
析
し
て
い
こ
う
。

中
原
家
の
諸
藩
と
の
係
わ
り
は
、
江
戸
前
期
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
享
和
年
間
佐
土
原
・
高
知
藩
の
紙
の
蔵
本
に
な
り
、
安
政
四

年
（
一
八
五
七
）
に
は
佐
賀
藩
の
有
田
陶
磁
器
の
蔵
本
と
な
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
館
入
と
な
っ
た
藩
は
多

い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
時
と
場
所
を
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
明
治
九
年
段
階
で
債
権
額
の
多
い
藩
で
は
、
佐
賀

（
二
万
五
回
二
五
両
余
、
但
し
銀
目
廃
止
前
仕
舞
相
場
金
一
両
H
銀
一
一
一
九
匁
で
換
算
、
以
下
同
）
、
岡
山
（
一
万
五
七
四
九
両
余
）
、

弘
前
（
一
万
四

O
O両
余
）
が
一
万
両
以
上
の
債
務
を
負
い
最
高
で
あ
る
。
千
両
以
上
の
債
務
藩
は
多
い
順
に
、
金
沢
・
久
留
米
・
亀

田
・
小
田
原
・
仙
台
・
津
山
・
峯
山
・
津
・
会
津
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
ラ
ン
ク
に
は
紀
州
コ
一
山
加
入
と
浜
方
先
納
で
津
軽
蔵
へ
の
貸
付



が
含
ま
れ
る
。
千
両
以
下
の
貸
付
と
し

て
は
、

一
橋
を
は
じ
め
と
し
て
二
九
件

の
大
名
貸
（
う
ち
講
形
式
の
も
の
は
水

戸
等
六
件
、

浜
方
先
納
が
二
件
、

他

商
人
の
貸
付
へ
加
入
形
式
の
も
の
が

中原庄兵衛家『万留帳」の分析

件）、

一
件
の
家
老
へ
の
貸
付
が
あ
っ
た
。

ま
た
諸
藩
座
の
内
に
は
幕
府
御
用
金
貸

付
が
含
ま
れ
る
が
、
文
化
期
以
降
の
そ

れ
は
元
金
三
万
六

O
一
九
両
余
、
明
治

九
年
段
階
未
回
収
残
額
は
そ
の
八
四
%

に
あ
た
る
三
万
一

O
八
両
余
に
及
ん
だ
。

幕
府
へ
の
債
権
は
元
金
額
で
は
佐
賀
藩

に
次
ぎ
、
債
権
額
で
は
最
大
で
あ
っ
た
。

幕
府
こ
そ
中
原
家
最
大
の
債
務
者
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
計
算
し
た
と
こ
ろ
、
明

治
九
年
段
階
の
諸
藩
座
記
載
債
権
の
構

23 

成
は
、
通
常
の
大
名
貸
が
七
一

J
二
%
、

（千円）
24 

20 

15 

1860 1820 1830 1840 1850 

領主関係債権の発生年次別金額

1810 1800 

表1

1790 1780 

10 

5 

1 
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幕
府
御
用
金
が
二
四
%
で
、
浜
方
先
納
・
講
・
他
町
人
加
入
形
式
の
大
名
貸
や
紀
州
三
山
加
入
は
い
ず
れ
も
一
%
以
下
の
比
率
で
あ
っ

た
。
表
ー
は
未
回
収
分
の
あ
る
領
主
関
係
債
権
の
額
を
発
生
年
ご
と
に
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
、
中
原
家
領
主
貸
で
不
良
貸

付
が
多
く
発
生
し
始
め
る
の
は
、

一
八
四

0
年
代
前
半
す
な
わ
ち
天
保
改
革
期
か
ら
と
言
え
る
。
こ
の
頃
外
国
船
出
没
が
頻
繁
に
な
り
、

沿
岸
警
備
の
負
担
が
諸
藩
に
か
か
っ
て
き
て
い
る
の
と
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
原
因
は
そ
れ
だ
け
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

た
と
え
ば
中
原
家
最
古
の
元
利
滞
り
を
出
し
、
古
く
か
ら
係
わ
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
佐
賀
藩
に
と
っ
て
、
天
保
期
は
一
種
特
別
の

意
味
を
持
っ
た
。
文
政
か
ら
天
保
に
か
け
て
の
佐
賀
藩
財
政
が
構
造
的
破
綻
状
態
に
あ
り
、
藩
主
直
正
に
よ
る
天
保
改
革
の
前
提
に
な

の
佐
賀
誠
一
ア
丸
焼
失
を
機
会
に
藩
権
力
を
握
っ
た
改
革
派
は
、
江
戸
・
大

坂
の
費
用
を
削
減
す
る
と
と
も
に
、
本
格
的
借
銀
整
理
に
取
り
掛
か
っ
た
。
同
十
年
に
は
整
理
が
一
応
終
了
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
大

っ
た
こ
と
は
、
有
名
で
あ
る
。
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）

坂
の
債
権
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
元
銀
の
四
分
の
三
を
献
金
さ
せ
残
り
を
五
ヶ
年
で
支
払
う
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
藩

債
切
捨
て
方
針
に
よ
り
、
弘
化
年
間
に
は
借
銀
納
・
借
銀
払
と
も
に
減
少
し
、
財
政
再
建
策
は
あ
る
程
度
成
功
し
た
と
言
わ
れ
る
。
ま

た
嘉
永
二
二
年
（
一
八
四
九
）
に
は
「
惣
借
財
仰
片
付
」
と
言
わ
れ
る
程
の
大
規
模
な
借
銀
整
理
が
行
な
わ
れ
、
中
原
家
に
対
し
て
も

返
済
が
改
談
さ
れ
た
。
表
1
の
嘉
永
二
年
の
突
出
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
佐
賀
藩
債
務
で
あ
る
。
こ
の
年
の
整
理
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の

滞
利
子
銀
二
八
九
貫
余
が
元
銀
に
繰
り
入
れ
ら
れ
た
上
で
、
返
済
方
法
そ
の
も
の
は
緩
め
ら
れ
た
こ
と
が
諸
藩
座
の
記
録
か
ら
わ
か
る
。

結
果
と
し
て
こ
の
年
発
生
の
元
銀
の
大
部
分
が
明
治
ま
で
残
さ
れ
て
い
く
。
天
保
期
以
降
の
佐
賀
藩
財
政
に
つ
い
て
は
、
軍
事
色
の
強

化
と
と
も
に
、
大
坂
市
場
・
商
人
へ
の
依
存
弱
化
の
志
向
が
顕
著
で
あ
り
、
中
原
家
の
佐
賀
藩
債
の
天
保
期
以
降
の
増
大
は
必
然
と
も

い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
他
の
藩
に
お
い
て
も
多
か
れ
少
な
か
れ
同
様
の
傾
向
が
あ
り
、
ぞ
れ
が
表
1
の
債
権
累
積
状
況
に
反
映
し
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



幕
末
か
ら
明
治
初
年
は
、
中
原
家
に
お
け
る
不
良
貸
付
発
生
の
今
ひ
と
つ
の
ピ
l
グ
で
あ
る
が
、
そ
の
最
大
の
も
の
は
幕
府
御
用
金

で
三
万
両
を
越
え
る
規
模
で
あ
る
。
他
の
不
良
貸
付
は
比
較
的
小
口
で
あ
る
が
、
全
く
返
済
を
受
け
て
い
な
い
も
の
が
多
い
の
が
特
徴

で
あ
る
。
例
を
挙
げ
れ
ぽ
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）

の
不
良
貸
付
は
、
津
・
会
津
・
鶴
舞
・
三
原
浅
野
氏
（
家
老
）
に
対
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
会
津
・
鶴
舞
は
後
に
朝
敵
と
さ
れ
転
封
措
置
を
受
け
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
全
く
返
済
が
な
か
っ
た
。

次
に
中
原
家
の
江
戸
時
代
の
領
主
貸
以
外
の
貸
付
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
附
込
座
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
明
治

中原庄兵衛家『万留帳』の分析

九
年
一
月
段
階
で
、
江
戸
時
代
に
起
源
す
る
と
考
え
ら
れ
る
債
権
総
額
は
金
に
換
算
し
て
二
万
二
六
二
六
両
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
附
込

座
に
九
年
段
階
で
記
録
さ
れ
た
債
権
の
五
五
%
程
度
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。

つ
ま
り
時
期
的
に
は
る
か
に
長
い
江
戸
時
代
に
累
積
さ

れ
た
債
権
に
匹
敵
す
る
だ
け
の
額
が
、
明
治
元
J
八
年
の
聞
に
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
債
権
額
が
貸
付
額
を
一
定
度
反
映
す
る
と
考

え
れ
ば
、
江
戸
時
代
の
領
主
貸
以
外
の
貸
付
は
意
外
な
ほ
ど
少
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
領
主
貸
以
外
の
貸
付
に
よ
り
形

成
さ
れ
た
債
権
の
内
容
を
調
べ
て
み
れ
ば
、
そ
の
六
七
%
が
白
山
（
炭
塵
）
安
兵
衛
、
二
三
%
が
佐
賀
藩
陶
器
方
関
係
者
、
四
%
が
町

奉
行
・
惣
年
寄
等
旧
幕
地
方
役
所
関
係
者
を
債
務
者
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
他
の
町
人
に
対
す
る
債
権
は
口
数
こ
そ
多
い
が
総
額
二
一

七
O
両
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
白
山
は
明
治
元
年
五
月
の
銀
目
廃
止
に
よ
る
取
付
け
騒
ぎ
を
期
に
閉
店
し
た
と
言
わ
れ
る
両
替
商
で
あ
る

（
問
）が
、
中
原
家
は
明
治
四
年
二
一
月
残
と
し
て
一
万
五
二
三
ニ
両
の
債
権
を
記
録
す
る
。
こ
の
引
当
と
し
て
岡
山
藩
へ
の
貸
付
証
文
四
通

を
預
か
っ
て
お
り
、
白
山
の
岡
山
藩
へ
の
大
名
貸
に
中
原
家
が
加
入
出
資
し
た
も
の
が
滞
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
他
の
町
人
に
対
す
る

債
権
で
も
、
大
名
貸
証
文
・
同
校
証
文
を
引
当
と
し
た
ケ
1
ス
が
二
例
あ
り
、
純
粋
な
町
人
貸
で
は
な
く
大
名
賀
を
媒
介
と
し
て
生
じ

た
債
権
が
混
入
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
町
人
に
対
す
る
債
権
と
言
っ
て
も
、
居
町
の
町
役
人
へ
の
頼
母
子
講
出
銀
の
残
り

25 

だ
っ
た
り
、
委
細
は
不
明
だ
が
北
野
村
建
家
に
関
す
る
講
へ
の
出
銀
だ
っ
た
り
、
両
替
取
引
残
り
の
付
替
で
あ
っ
た
り
す
る
。
純
粋
に
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商
業
上
の
資
金
を
貸
与
す
る
よ
う
な
町
人
貸
は
、
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
佐
賀
藩
陶
器
方
関
係
者
に
対
す
る
債
権
と
は
、
中

原
家
が
幕
末
安
政
期
以
降
佐
賀
藩
国
産
陶
器
蔵
本
と
し
て
、
有
田
焼
の
売
支
配
を
行
な
う
上
で
生
じ
た
も
の
で
あ
る
円
為
替
金
を
供
与

し
た
に
も
係
わ
ら
ず
窯
元
で
あ
る
荷
主
か
ら
荷
物
が
届
か
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
分
も
多
い
が
、
額
と
し
て
は
蔵
屋
敷
出
入
の
仲

買
が
焼
物
代
金
を
定
め
ら
れ
た
上
納
期
限
ま
で
に
払
わ
な
か
っ
た
際
圧
兵
衛
家
が
立
て
替
え
た
こ
と
か
ら
発
生
し
た
遅
納
金
の
方
が
多

い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
藩
専
売
制
に
係
わ
る
債
権
で
あ
り
、
純
粋
な
町
人
貸
と
は
み
な
し
が
た
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
領
主
貸
以
外

に
よ
る
債
権
の
か
な
り
の
部
分
が
、
根
源
的
に
は
領
主
と
の
関
係
か
ら
生
じ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
債
権
額
の
多
寡
が
貸
付
額
の
そ
れ
を

あ
る
程
度
素
直
に
反
映
す
る
と
仮
定
し
て
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
江
戸
時
代
の
中
原
家
の
貸
付
業
は
領
主
専
円
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き

ょ
う
。
明
治
九
年
一
月
時
点
で
の
領
主
貸
債
権
は
金
換
算
で
一
二
万
六
一
五
九
両
あ
る
の
に
対
し
、
領
主
貸
以
外
の
江
戸
時
代
起
源
の

債
権
は
二
万
二
六
二
六
両
と
段
違
い
に
少
な
く
、
し
か
も
そ
の
う
ち
領
主
貸
な
い
し
領
主
権
力
と
無
関
係
に
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
債
権

は
、
た
か
だ
か
千
？
二
千
両
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
由
民
権
の
極
端
な
分
布
か
ら
み
て
、
貸
付
そ
の
も
の
も
領
主
貸
な
い
し
領
主
関
係
に
偏

し
て
い
た
と
推
定
し
て
も
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
あ
る
ま
い
。
中
原
家
の
本
家
善
右
衛
門
家
の
経
営
は
江
戸
初
期
を
除
い
て
大
名
貸
専

（国）

従
で
あ
る
し
、
分
家
栄
三
郎
家
も
そ
う
で
あ
る
が
、
両
替
商
と
し
て
多
く
の
町
人
と
金
融
上
の
関
係
を
結
ん
で
い
た
中
原
家
も
、
蓄
積

基
盤
で
あ
る
貸
付
業
に
お
い
て
は
、
や
は
り
同
類
型
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

② 

本
家
と
の
関
係

鴻
池
善
右
衛
門
家
と
そ
の
分
・
別
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
鴻
池
屋
研
究
で
も
か
な
り
の
比
重
で
も
っ
て
語
ら
れ
て

き
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
一
八
世
紀
中
葉
以
降
創
出
の
別
家
は
銀
三
五
J
六
貫
の
資
本
で
別
家
、
自
分
家
業
を
し
て
も
低
収
益
率
の
も
と



元
手
を
費
や
さ
な
い
で
生
計
を
営
む
の
が
せ
い
い
っ
ぱ
い
で
あ

り
、
必
然
的
に
本
家
の
貸
付
に
出
資
し
て
利
子
収
入
を
得
る
依

存
的
経
営
を
行
な
っ
た
ω

し
か
し
中
原
家
は
前
述
し
た
よ
う
に
、

一
七
世
紀
に
創
出
さ
れ
た
ご
く
初
期
の
分
家
で
あ
り
、
そ
う
し

中原庄兵衛家『万留帳』の分析

た
類
型
に
は
あ
て
は
ま
ら
ず
、
独
立
的
な
経
営
体
で
あ
っ
た
と

（
同
）

言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
『
万
留
帳
』
で
確
認
し
て
お
こ
う
。

帳
簿
上
鴻
池
善
右
衛
門
の
名
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
諸
藩
座
で
、

善
右
衛
門
の
加
賀
・
小
田
原
藩
へ
の
年
賦
貸
付
に
加
入
し
て
い

る
。
小
田
原
藩
の
分
の
元
銀
は
一

O
貫
で
あ
る
。
た
い
し
た
規

模
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
他
に
は
い
っ
さ
い
鴻
池
善
右
衛
門
家

に
対
す
る
債
権
は
記
載
さ
れ
な
い
。
ま
た
逆
も
し
か
り
で
、
善

右
衛
門
家
の
明
治
三
年
の
「
算
用
帳
」
に
は
中
原
庄
兵
衛
に
対

（
凶
）

す
る
債
権
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
で
は
善
右
衛
門
本
家
と
中

原
家
の
聞
に
、
金
融
的
関
係
は
な
か
っ
た
の
か
と
言
う
と
、
そ

う
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
『
万
留
帳
』
か
ら
は
わ
か
ら
な
い（却）

が
、
鴻
池
善
右
衛
門
家
の
「
算
用
帳
」
を
材
料
に
検
討
す
る
。
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表
2
は
、
鴻
池
善
右
衛
門
家
「
算
用
娠
」
に
見
ら
れ
る
中
原
家

一一中原家借入（「貸銀」）
一同一中原家貸付（「内おい方」）

（百貫）
6 

5 

4 

3 

2 

1850（年）1825 

鴻池善右衛門家「算用帳」にみられる中原圧兵衛家貸借銀

1800 1775 1750 1725 16901700 

表2
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の
貸
借
の
各
々
を
年
ご
と
に
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
「
算
用
帳
」
に
「
内
お
い

（
負
）
方
」
と
し
て
記
さ
れ
る
本
家
に
対
す
る
中

原
家
の
貸
付
は
、
ご
く
ま
れ
な
例
を
除
き
元
禄
期
前
半
に
集
中
し
て
見
ら
れ
た
。
そ
の
最
初
は
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
で
あ
り
、
銀

四
貫
五
九
一
匁
余
を
「
内
庄
兵
衛
」
が
貸
付
け
て
い
る
。
こ
の
年
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

一
元
庄
兵
衛
が
鴻
池
善
右
衛
門
家
に
出

勤
し
て
か
ら
十
年
目
に
あ
た
っ
た
。
こ
の
年
か
ら
更
に
九
年
間
、
四
貫
余
の
名
附
銀
を
本
家
に
預
け
切
り
に
し
、
元
禄
一
一
年
に
は
元

利
〆
十
貫
八
二
五
匁
余
に
達
し
た
そ
れ
を
元
手
と
し
て
受
取
り
別
家
し
て
い
る
。
年
利
一
割
の
計
算
に
な
る
。
初
出
勤
か
ら
ほ
ぼ
二
十

年
、
初
出
勤
前
に
も
お
そ
ら
く
丁
稚
と
し
て
の
数
年
間
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
銀
十
貫
を
越
え
る
元
手
銀
を
得
た
の
で
あ
る
。

」
こ
に
至
る
過
程
で
、

一
元
庄
兵
衛
は
元
禄
五
年
に
は
「
御
内
」
六
人
の
一
人
と
し
て
「
算
用
帳
」
に
捺
印
し
て
お
り
注
目
さ
れ
る
。

そ
の
前
年
ま
で
は
「
算
用
帳
」

の
〆
に
際
し
連
印
し
て
い
た
の
は
「
手
代
」
三
人
で
あ
っ
た
。
ぞ
れ
が
「
御
内
」
六
人
に
増
加
し
て
い

る
の
は
、
こ
の
頃
善
右
衛
門
家
内
で
何
ら
か
の
機
構
改
革
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
、
そ
の
背
景
と
し
て
二
代
当
主
之
宗
か
ら
コ
一
代
宗

利
へ
の
世
代
交
代
や
酒
造
業
廃
止
に
よ
る
金
融
資
本
へ
の
純
化
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
当
時
の
「
御
内
」
な
る
も
の
が

（
幻
）

享
保
期
の
そ
れ
と
は
違
い
必
ず
し
も
別
家
で
は
な
く
、
独
立
前
の
手
代
を
含
む
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
庄
兵
衛
は
元
禄
五
年
に
は
ま
だ

別
家
で
は
な
く
、
同
年
の
「
算
用
帳
」

の
「
内
お
い
方
」
に
も
「
内
庄
兵
衛
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ

の
時
の
「
御
内
」
と
は
、
別
家
と
し
て
独
立
間
近
の
手
代
中
重
た
る
者
で
、
支
配
判
形
役
を
勤
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

イ
エ
と
し
て

の
別
家
は
未
だ
成
立
途
上
に
あ
っ
た
。

さ
て
宝
永
五
年
（
一
七

O
八
）
に
一
元
庄
兵
衛
は
自
分
家
業
を
許
さ
れ
た
が
、
そ
の
六
年
前
の
元
禄
一
五
年
か
ら
既
に
鴻
池
善
右
衛

門
家
か
ら
借
り
入
れ
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
「
算
用
帳
」
か
ら
判
明
す
る
。
当
初
の
額
は
銀
一
一
一
一
貫
と
少
な
か
っ
た
が
、
宝
永
二
年

に
は
二
七
六
貫
余
と
急
増
し
た
。

こ
の
年
、
「
算
用
帳
」
上
の
表
記
が
「
内
庄
兵
衛
」
か
ら
「
鴻
池
庄
兵
衛
」
に
変
わ
っ
た
が
、

や
は



り
「
御
内
」
の
一
人
と
し
て
本
家
代
替
わ
り
に
際
し
加
判
し
て
い
る
。
以
後
か
な
り
の
振
幅
は
あ
る
も
の
の
、
中
原
家
の
本
家
か
ら
の

借
り
入
れ
が
断
続
的
に
続
い
た
こ
と
が
表
2
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
表
の
借
り
入
れ
額
の
推
移
を
見
る
と
、

一
一
克
庄
兵
衛
の
自
分
家
業

開
始
期
の
相
対
的
高
額

l
l
初
代
・
ニ
代
圧
兵
衛
の
時
代
（
享
保
期
中
心
）

の
低
額
｜
｜
一
一
一
代
圧
兵
衛
の
代
後
半
以
降
の
巨
額
の
借
り

入
れ
と
借
り
入
れ
ゼ
ロ
の
繰
返
し

i
l
七
代
庄
十
郎
の
巨
額
借
り
入
れ
の
持
続
と
、
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
変
化
は
、
表
ー
か
ら
推

察
さ
れ
る
よ
う
な
中
原
家
の
貸
付
活
動
を
反
映
し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
完
全
に
連
動
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
債
権
が
多
額
発
生
し

中原庄兵衛家『万留帳』の分析

て
い
る
年
で
あ
っ
て
も
、
本
家
か
ら
多
額
の
借
り
入
れ
を
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
借
り
入
れ
ゼ
ロ
と
い
う
年
も
か

な
り
見
ら
れ
る
の
で
、
中
原
家
は
本
家
か
ら
適
宜
融
資
を
受
け
て
お
り
、
そ
れ
は
大
名
貸
に
お
い
て
不
良
債
権
の
累
積
す
る
幕
末
期
に

は
必
要
度
を
増
す
に
も
せ
よ
、
必
ず
し
も
必
要
不
可
欠
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
し
て
や
本
家
大
名
貸
に
加
入
出

（

n） 

資
す
る
非
自
立
的
別
家
、
た
と
え
ば
弥
三
郎
・
儀
三
郎
等
の
経
営
形
態
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
中
原
家
は
前

期
的
金
融
資
本
と
し
て
独
立
し
て
い
た
と
言
え
る
が
、
同
時
に
本
家
と
は
言
え
他
の
町
人
か
ら
資
本
を
導
入
し
て
い
た
こ
と
も
注
目
す

他
人
資
本
導
入
が
ど
の
程
度
だ
っ
た
か
は
、
『
万
留
帳
』
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
。
本
家
善
右
衛
門
の
よ
う
に
ほ
と
ん
ど

（お）

自
己
資
本
で
あ
る
の
か
、
分
家
栄
三
郎
の
よ
う
に
多
額
の
他
人
資
本
を
導
入
し
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
料
w

少
な
く
と
も
本
家
か
ら

べ
き
で
あ
る
。

は
借
り
入
れ
を
行
な
い
、

し
か
も
そ
の
額
が
徐
々
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

そ
の
他
前
に
も
述
べ
た
が
、
『
万
留
帳
』

諸
藩
座
の
記
載
に
大
名
貸
証
文
を
他
の
町
人
に
引
当
と
し
て
渡
し
て
い
る
ケ
1
ス
も
あ
る
の
で
、
大
名
貸
遂
行
の
た
め
の
他
人
資
本
の

導
入
も
あ
る
程
度
は
あ
っ
た
も
の
と
考
之
る
。

29 
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＠ 

括

中
原
庄
兵
衛
家
の
前
近
代
に
お
け
る
経
営
を
概
括
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
え
よ
う
。
中
原
家
の
始
祖
一
元
庄
兵
衛
は
、
鴻
池
善
右

衛
門
家
の
子
飼
い
の
奉
公
人
か
ら
身
を
起
こ
し
、
別
家
前
の
数
年
間
に
元
手
銀
を
本
家
に
預
け
る
こ
と
に
よ
り
殖
や
し
、
別
家
後
は
幕

末
に
到
る
ま
で
ほ
ぼ
毎
年
本
家
か
ら
融
資
を
受
け
て
い
た
。
し
か
し
本
家
に
従
属
的
な
存
在
で
は
な
い
。
本
家
等
か
ら
借
り
入
れ
た
資

本
は
、
江
戸
後
期
以
降
は
明
ら
か
に
領
主
貸
を
中
核
と
し
た
貸
付
に
投
入
さ
れ
た
。
大
名
貸
専
従
と
い
う
点
は
鴻
池
屋
一
族
に
共
通
ナ

る
特
質
で
あ
る
が
、
同
家
の
特
徴
と
し
て
は
幕
府
へ
の
御
用
金
貸
付
が
占
め
る
比
重
が
非
常
に
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
十
人
両

替
の
内
と
い
う
特
殊
な
立
場
が
影
響
し
て
い
よ
う
。
他
の
諸
藩
も
天
保
期
を
境
に
滞
り
を
増
大
さ
せ
た
。
か
く
し
て
巨
額
の
債
権
が
明

治
期
に
持
ち
越
さ
れ
、
明
治
初
年
の
中
原
家
の
資
産
の
か
な
り
の
部
分
を
占
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
債
権
が
近
代
的
資
本
と
し
て

実
現
さ
れ
た
か
、
さ
れ
な
か
っ
た
か
、
を
次
章
で
検
討
す
る
。

分
析
（
ニ
）
明
治
期
の
資
産
形
成

こ
の
章
で
は
明
治
期
に
お
け
る
中
原
家
の
資
産
形
成
に
つ
い
て
述
べ
る
。
同
家
は
あ
る
段
階
で
両
替
商
を
廃
止
し
た
が
、
そ
の
正
確

な
時
期
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
明
治
一
九
年
の
大
阪
商
法
会
議
所
に
よ
る
商
務
局
長
宛
報
答
書
に
よ
れ
ば
、
中
原
庄
兵
衛
は

（お）

「
東
区
内
資
産
五
万
円
以
上
ノ
者
」
の
一
人
で
、
そ
の
業
種
は
「
両
替
商
」
で
あ
る
。
ま
た
明
治
一
七
年
四
月
の
両
替
商
仲
間
「
四
区

（お）

内
に
於
け
る
両
替
商
経
費
金
集
帳
」
に
よ
れ
ば
、
東
区
の
「
中
原
庄
兵
衛
支
店
」
が
、
明
治
二
六
年
ま
で
掛
金
を
払
っ
て
い
る
。
こ
の

両
替
商
仲
間
は
か
つ
て
の
銭
両
替
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
、
中
原
家
等
の
旧
本
両
替
は
参
加
し
て
い
な
い
と
考
え
る
が
、
少
な
く
と
も

支
店
と
い
う
経
営
の
一
部
で
中
原
家
は
多
く
の
両
替
商
が
閉
店
・
倒
産
し
た
明
治
初
年
、
ま
た
前
掲
「
金
集
帳
」
か
ら
見
て
同
様
の
事



態
が
あ
っ
た
明
治
一
九
年
前
後
の
危
機
を
し
の
ぎ
、
か
な
り
遅
く
ま
で
両
替
商
を
継
続
し
た
の
が
わ
か
る
。
両
替
業
に
よ
る
収
益
は
内

座
つ
い
で
財
本
座
の
内
に
「
利
金
」
と
し
て
年
々
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
両
座
の
記
載
か
ら
、
明
治
二
七
年
ま
で
は
、
江
戸
時

代
に
引
続
き
居
町
今
橋
に
「
店
」
を
構
え
、
十
人
前
後
の
別
宅
・
手
代
・
子
供
を
一
雇
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
明
治
一
二

O

年
に
今
橋
の
地
所
・
家
屋
を
本
家
の
鴻
池
銀
行
設
立
用
に
売
却
し
て
お
り
、
ど
う
も
こ
の
時
期
あ
た
り
に
両
替
商
を
廃
止
し
た
の
で
は

中原庄兵衛家『万留帳」の分析

大
正
二
年
（
一
九
二

七
）
刊
『
大
阪
現
代
人
名
辞
書
』
で
は
、
中
原
家
当
主
繁
之
助
は
、
所
得
税
を
年
間
三
百
円
余
納
め
る
資
産
家
で
あ
っ
た
。
共
同
火
災

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

大
正
期
に
入
る
と
中
原
家
は
「
資
産
家
」
と
形
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

と
も
あ
れ
、

・
阪
神
急
行
等
の
株
を
八
百
株
前
後
所
有
す
る
ほ
か
、
市
内
中
之
島
・
土
佐
堀
、
山
口
村
・
新
圧
村
に
か
な
り
の
土
地
・
家
屋
を
持
つ

（お）

地
主
で
も
あ
っ
た
。
日
本
的
小
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
と
し
て
の
ス
タ
イ
ル
が
達
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
以
下
次
の
順
序
で
分
析
を
進
め
た
い
。
ま
ず
明
治
九
年
の
同
家
の
置
権
等
の
状
況
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
れ
以
前
、
明
治
初
年

に
お
け
る
企
て
に
つ
い
て
も
触
れ
た
い
。

つ
い
で
九
年
以
降
の
収
支
を
検
討
し
て
、
資
産
形
成
の
あ
り
か
た
を
観
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

① 

明
治
初
年
の
諸
事
業

明
治
九
年
一
月
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
『
万
留
帳
』
書
出
し
の
日
付
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
の
同
家
賃
権
の
全
体
と
そ
の
内
訳

に
つ
い
て
は
、
表
3
を
参
照
さ
れ
た
い
。
債
権
総
額
一
九
万
一
二
六
九
八
円
余
、
そ
の
六
五
%
は
諸
藩
座
に
記
載
さ
れ
、
こ
れ
は
ほ
と
ん

ど
が
江
戸
時
代
起
源
。
附
込
座
債
権
は
一
一
一
%
を
占
め
る
が
、
第
二
章
①
で
既
述
し
た
よ
う
に
江
戸
時
代
に
遡
る
も
の
は
半
分
強
で
あ

る
。
貸
附
座
債
権
は
明
治
以
降
発
生
で
あ
る
か
ら
、
結
局
明
治
九
年
一
月
時
点
の
債
権
の
内
、
明
治
以
降
に
形
成
さ
れ
た
も
の
は
、
四

31 

万
四
九
二
ハ
円
プ
ラ
ス

α
（
諸
藩
座
の
内
明
治
以
降
発
生
債
権
額
）

で
あ
り
、
債
権
全
体
の
二
三
%
強
と
な
る
。
明
治
初
年
の
八
年
間
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に
形
成
さ
れ
た
に
し
て
は
多
額
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
を
債
務
者
別

に
整
理
す
る
と
、
町
人
必
%
、
別
宅
他
の
家
関
係
者
却
%
、
為
替

3座合計

会
社
関
係
部
%
、
旧
藩
家
中
等
領
主
関
係
3
%
と
い
っ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
特
徴
と
し
て
は
、
商
人
関
係
は
小
口
・
多
人
数
へ
の
貸

付
で
比
較
的
新
し
く
発
生

i
明
治
七
年
以
降
が
多
い
ー
ー
し
て

い
る
こ
と
、
家
関
係
者
四
人
の
内
大
井
・
木
村
へ
の
債
権
は
大
口

で
あ
る
が
そ
の
内
に
は
家
代
・
仕
送
り
等
が
含
ま
れ
、
し
か
も
附

込
座
に
記
載
さ
れ
回
収
困
難
と
意
識
さ
れ
て
お
り
通
常
の
貸
付
と

は
違
う
こ
と
、
最
も
多
額
の
債
権
を
有
す
る
の
は
大
阪
為
替
会
社

－
金
沢
為
替
会
社
に
対
し
て
で
あ
る
こ
と
、
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

維
新
以
来
九
年
ま
で
の
債
権
は
、
家
関
係
者
・
領
主
関
係
・
町
人

（万円）

20 

の
内
特
殊
な
事
情
の
あ
る
者
（
た
と
え
ば
山
中
栄
三
郎
、
事
業
の

失
敗
に
よ
り
当
時
破
産
状
態
で
私
的
、
元
利
支
払
休
み
中
で
あ
る
こ
と
が
附
込
座
に
記
さ
れ
て
い
る
）
を
除
い
て
、
六
割
弱
が
貸
附
座

に
記
録
さ
れ
、
早
期
の
元
利
返
済
が
予
測
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

諸務fil

附込座

貸附座

1895（年）

15 

10 

1887 

「万留帳』 3座記載債権の変動

1884 1880 

表3

1876 

為
替
会
社
に
対
す
る
債
権
が
で
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
中
原
家
が
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
関
係
し
た
い
く
つ
か
の
事
業
に
つ
い

民
間
で
起
こ
し
た
事
業
へ
の
参
画
も
あ
っ
た
が
、

て
述
べ
て
お
き
た
い
。
為
替
会
社
の
よ
う
に
政
府
の
勧
奨
に
よ
り
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
強
制
的
に
関
係
さ
せ
ら
れ
た
事
業
も
あ
る
し
、

い
ず
れ
も
従
来
の
両
替
商
経
営
の
枠
を
拡
げ
る
可
能
性
を
有
し
て
い
た
。
年
代
を
追



ワ
て
挙
げ
る
と
次
の
通
り
。
〔
（

｝
中
は
役
職
名
。
〕

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）

兵
庫
商
社
（
世
話
役
）
。

明
治
元
年
五
月

商
法
会
所
（
元
締
）
。

明
治
二
年
八
月

大
阪
為
替
会
社
（
総
頭
取
）
。

同
年
一

O
月

金
沢
為
替
会
社
。

中原庄兵衛家『万留帳』の分析

同
年
一
二
月

貿
易
商
社
一
陽
組
↓
来
谷
復
平
名
義
両
替
店
（
伏
見
町
本
店
・
神
戸
出
店
）
。

明
治
五
年
頃

阪
栄
商
社
。

こ
れ
ら
の
事
業
の
内
、
兵
庫
商
社
は
江
戸
幕
府
が
兵
庫
開
港
に
向
け
企
画
し
た
も
の
で
、
開
港
準
備
費
用
調
達
・
管
理
や
開
港
後
の

貿
易
を
業
務
と
し
た
。
外
国
人
居
留
地
設
置
資
金
と
し
て
百
万
両
が
必
要
で
あ
り
、
内
十
万
両
の
上
納
が
九
J
十
月
に
か
け
商
社
に
命

（
初
）

じ
ら
れ
た
ρ

し
か
し
商
社
員
は
こ
の
上
納
を
忌
避
し
、
幕
府
も
そ
れ
を
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ー
と
言
わ
れ
る
。
中
原
庄
兵
衛
『
万

留
帳
』
で
は
下
兵
庫
商
社
は
「
徳
川
家
商
社
組
合
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
附
込
座
明
治
九
年
一
月
附
出
の
部
に
そ
の
関
係
の
支
出
が

載
る
が
額
は
銀
八
貫
弱
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
島
町
二
丁
目
米
政
駿
家
代
の
内
へ
の
出
銀
で
兵
庫
商
社
運
営
上
の
経
費
で
あ
る
か
ら
、
上

納
を
行
な
ヴ
て
い
る
よ
う
な
形
跡
は
な
い
や
兵
庫
商
社
は
ほ
と
ん
ど
何
の
実
績
も
r

あ
げ
ず
に
、
慶
応
＝
一
年
二
一
月
の
開
港
を
ま
た
ず
し

て
解
散
し
た
。
一
明
治
九
年
段
階
の
中
原
家
の
銀
八
貫
弱
の
債
権
は
ー
米
、
政
家
屋
を
売
り
払
い
償
却
の
予
定
で
あ
づ
た
。
こ
の
仕
事
は
顕
村

（
兵
庫
商
社
肝
煎
〉
が
引
受
け
、
明
治
一
二
年
に
は
返
済
が
完
了
し
て
い
る
。
中
原
家
に
関
す
る
隈
事
、
兵
庫
商
社
へ
の
積
極
的
係
わ

3<! 

り
結
窺
わ
れ
な
い
し
〉
被
害
も
生
じ
な
か
っ
た
と
言
え
6
9
し
か
し
中
掠
家
で
は
貿
易
に
全
く
関
心
を
持
た
な
か
ヮ
た
わ
け
で
は
な
い
。
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外
国
貨
幣
と
日
本
貨
幣
、
紙
幣
と
正
金
と
の
売
買
交
換
、
殊
に
洋
銀
取
引
へ
の
着
目
は
早
く
、
明
治
二
年
通
商
司
が
神
戸
開
港
場
に
お

い
て
公
定
洋
銀
相
場
所
の
建
設
を
計
り
、
大
阪
通
商
会
社
か
ら
両
替
関
係
者
を
出
張
・
指
導
さ
せ
た
折
も
、
中
原
庄
兵
衛
の
名
代
三
木

が
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
。
三
木
ら
は
そ
の
後
、
相
場
所
と
は
別
に
両
替
店
の
開
設
を
企
画
し
、
大
阪
伏
見
町
に
来
谷
復
平
名
義
の

両
替
店
を
開
設
し
た
。
こ
れ
は
中
原
家
の
ほ
か
、
股
村
平
右
衛
門
・
石
崎
喜
兵
衛
・
山
口
伝
兵
衛
ら
両
替
屋
が
連
合
し
た
一
陽
組
の
要

と
な
り
、
貿
易
業
者
を
主
た
る
得
意
と
し
て
主
に
洋
銀
売
買
を
行
な
っ
た
。
神
戸
に
も
支
店
を
設
け
、
当
初
は
洋
銀
取
扱
い
は
ほ
と
ん

ど
来
谷
両
替
店
の
独
占
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
国
立
銀
行
条
例
発
布
に
よ
り
大
阪
為
替
会
社
が
解
散
し
た
後
は
、
来
谷
両
替

店
も
閉
店
を
や
む
な
く
さ
れ
た
。

を
受
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
中
原
家
は
通
商
司
以
前
に
も
商
法
可
商
法
会
所
に
関
係
し
て
い
る
が
、
園
内
商
業
金
融
機
関
と
し

一
陽
組
｜
｜
来
谷
両
替
店
は
大
阪
通
商
会
社
に
従
属
し
、
そ
の
仲
介
で
為
替
会
社
か
ら
資
金
の
融
資

て
の
役
割
を
政
府
か
ら
期
待
さ
れ
た
こ
の
会
所
に
関
す
る
記
載
は
『
万
留
帳
』
に
な
い
。
商
法
司
が
ほ
と
ん
ど
業
績
も
な
く
明
治
二
年

一
一
一
月
に
は
早
く
も
廃
止
さ
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
商
法
司
の
勧
商
事
務
は
通
商
司
に
引
き
継
が
れ
た
。
中
原
家
は
大
阪
通
商

（

弘

）

会
社
に
多
額
の
身
元
金
を
提
供
し
た
い
わ
ゆ
る
発
起
人
の
一
人
で
あ
り
、
三
人
の
総
頭
取
の
内
と
し
て
経
営
上
大
き
な
権
限
を
握
っ
た
。

ふ
だ
ん
は
手
代
の
榎
谷
等
を
代
勤
さ
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
大
阪
通
商
会
社
は
特
に
明
治
五
年
以
降
経
営
を
悪
化
さ
せ
資
本
金
も
減

少
し
て
、
明
治
六
年
三
月
に
は
つ
い
に
解
散
に
追
い
込
ま
れ
た
。
そ
の
業
務
は
為
替
会
社
に
引
き
継
が
れ
た
が
、
こ
の
際
為
替
会
社
か

（

お

）

ら
通
商
会
社
へ
の
貸
倒
れ
は
二
二
万
両
に
上
っ
た
。
そ
の
大
阪
為
替
会
社
も
明
治
七
年
六
月
に
は
解
散
さ
れ
た
が
、
そ
の
資
本
金
は
丸

（
町
四
）

損
に
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
解
散
後
も
旧
役
員
に
よ
り
会
社
債
権
は
取
り
立
て
ら
れ
、
身
元
金
（
総
額
四
四
万
九
七
六

O
円）

の
割
に
応
じ
四
度
に
渡
り
配
当
金
が
支
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、

（

幻

）

あ
る
。
ま
た
元
為
替
会
社
の
所
有
物
・
債
権
に
つ
い
て
は
入
札
と
決
ま
っ
て
い
た
が
、
明
治
九
年
一

O
月
旧
役
員
の
内
か
ら
異
論
が
出

「
元
為
換
開
商
会
社
検
査
后
示
談
控
」

と
い
う
史
料
か
ら
明
ら
か
で



さ
れ
、
評
議
の
結
果
入
札
は
止
め
一

O
月
段
階
で
隠
匿
さ
れ
て
い
た
も
の
も
含
め
三

O
万
円
余
の
会
社
債
権
の
更
な
る
回
収
に
努
め
る

こ
と
に
な
っ
た
。
回
収
は
四
人
の
世
話
方
に
委
任
さ
れ
、
中
原
の
代
理
三
木
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
取
立
金
の
内
三
割
が
手
数
料
と

し
て
世
話
方
に
与
え
ら
れ
る
契
約
で
あ
る
。
『
万
留
帳
』
か
ら
中
原
家
の
通
商
司
関
係
の
記
載
を
拾
え
ば
、

貸
附
座
明
治
九
年
一
月
付

出
に
、
（
大
阪
）
為
替
会
社
の
身
元
金
三
万
二
千
円
、
内
八
九
八
八
円
余
が
明
治
八
年
一
二
月
元
入
残
り
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

中
原

中原1±兵衛家『万留帳』の分析

家
が
明
治
二
年
九
月
に
一
万
五
千
円
、
同
三
年
七
月
に
三
万
円
、
計
四
万
五
千
円
の
身
元
金
を
通
商
会
社
に
差
し
出
し
て
い
る
記
録
が

別
に
あ
る
の
句
v

身
元
金
の
内
一
万
三
千
円
が
為
替
会
社
解
散
ま
で
に
引
上
げ
ら
れ
、
解
散
後
も
二
万
三
千
両
余
が
配
当
と
し
て
回
収

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
『
万
留
帳
』
に
は
別
に
手
代
榎
谷
分
の
身
元
金
元
入
残
り
も
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、

二
六
三
円
余
と
少
額
で
あ

る
。
『
万
留
帳
』
貸
附
座
か
ら
明
治
一

0
1
一
一
年
に
か
け
三
度
配
当
が
あ
り
、

一
九
三
四
円
が
払
い
戻
さ
れ
、

内
一
四
六
六
円
が
内

座
に
益
金
と
し
て
入
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
結
局
中
原
家
の
身
元
金
四
万
五
千
円
の
内
そ
の
一
七
%
に
あ
た
る
七
五
二
二
円
余
が
未
回

収
の
ま
ま
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
『
万
留
帳
』
附
込
座
に
は
別
に
、

金
沢
為
替
会
社
へ
の
債
権
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

明
治
七
年
四

月
書
改
同
九
年
一
月
段
階
の
木
曾
権
之
助
名
儀
の
債
権
は
一

O
一
七
円
余
で
、
明
治
八
年
六
月
ま
で
利
息
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
こ
の

債
権
の
発
生
契
機
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
金
沢
為
替
会
社
は
設
立
当
初
は
金
沢
藩
の
機
構
的
性
格
が
強
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
か
ら
、
大

名
貸
に
関
係
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

附
込
座
に
は
金
沢
為
替
会
社
の
す
ぐ
前
に
、

金
沢
藩
主
の
関
係
と
み
ら
れ
る

「
加
州
前
田

豊」

へ
の
明
治
五
年
七
月
付
の
貸
付
も
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
金
沢
為
替
会
社
は
明
治
七
年
に
は
経
営
が
不
安
定
と
な
り
、
規

則
の
改
定
に
よ
り
頂
金
の
利
率
を
下
げ
た
。
同
社
は
次
第
に
プ
ル
ジ
ョ
ワ
的
要
素
を
強
め
な
が
ら
、
明
治
一
九
年
ま
で
延
命
す
る
が
、

中
原
家
で
は
明
治
一

O
年
に
株
券
を
売
却
、
よ
う
や
く
四
一
七
円
の
み
を
回
収
し
た
。
残
り
六
百
円
余
の
債
権
は
明
治
一
一
一
年
の
時
点

35 

で
あ
き
ら
め
て
い
る
。
デ
フ
レ
現
象
や
政
府
の
地
方
金
融
機
関
の
整
理
方
針
な
ど
の
影
響
で
、
当
時
金
沢
為
替
会
社
の
信
用
は
低
落
し
、
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株
の
彊
り
渡
し
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
次
に
、
前
述
し
た
来
谷
復
平
名
義
両
替
店
に
つ
い
て
は
『
万
留
帳
』
附
込
座
に
解

社
後
の
処
理
に
よ
り
明
治
九
年
に
入
っ
た
益
金
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
家
代
や
徳
落
ち
分
を
合
わ
せ
る
と
四
五
四

O
円
余
に
な
り
、
こ

の
両
替
店
に
関
し
て
は
、

（
日
明
）
は
、
中
原
家
か
ら
出
金
し
た
三
一
ニ

O
O円
の
内
、
結
局
四
七
五
円
が
未
回
収
と
な
り
、
明
治
一
八
年
時
点
で
消
却
さ
れ
た
。
ま
た
中
原

中
原
家
は
収
益
を
上
げ
た
と
言
え
る
。

し
か
し
鴻
池
本
家
・
長
田
の
二
家
が
組
織
し
た
阪
栄
商
社
関
係
で

家
独
自
の
も
の
か
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
商
社
の
一
環
か
わ
か
ら
な
い
が
、
附
込
座
等
に
神
戸
出
店
の
茶
取
引
の
記
録
が
あ
る
。
こ
れ
か

ら
は
千
円
の
損
失
を
生
じ
、
そ
の
他
の
不
足
金
も
合
わ
せ
神
戸
出
店
関
係
で
は
コ
一
七
一
六
円
余
が
損
金
扱
い
と
さ
れ
、
内
座
へ
付
け
替

え
ら
れ
た
。
中
原
家
の
海
外
貿
易
へ
の
取
組
み
で
は
、
洋
銀
取
引
の
成
功
と
貿
易
上
の
不
成
功
が
対
称
的
と
言
え
る
。
明
治
初
年
の
中

原
家
の
新
事
業
ヘ
の
一
連
の
取
組
み
は
大
成
功
と
は
言
い
難
く
、
明
治
九
年
に
は
そ
の
こ
と
が
明
白
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
両
替
商

と
し
て
の
中
原
庄
兵
衛
家
は
ど
の
よ
う
な
道
を
た
ど
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

② 

明
治
九
年
以
降
の
経
営

最
初
に
明
治
九
年
一
月
段
階
の
中
原
家
債
権
が
ど
の
よ
う
に
回
収
さ
れ
て
い
っ
た
か
見
て
お
き
た
い
。
ま
ず
諸
藩
座
に
記
載
さ
れ
た

債
権
で
あ
る
が
、
表
3
か
ら
明
治
一
四
年
ま
で
回
収
の
努
力
が
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
に
取
り
戻
し
た
の
は
、
八
ム
債
と
し
て
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
新
立
三
原
藩
浅
野
氏
へ
の
貸
金
が
大
き
く
、
元
金
全
額
で
は
な
い
が
四
割
弱
を
回
収
し
て
示
談
に
し
た
。
そ
の
他
に

は
龍
野
藩
の
調
達
講
の
掛
金
を
旧
藩
士
か
ら
、
尾
張
藩
貸
付
に
加
入
し
た
分
の
切
金
を
本
家
か
ら
、
受
け
取
っ
た
の
み
で
あ
る
。
他
の

領
主
関
係
費
権
に
つ
い
て
は
、
天
保
期
以
前
の
あ
る
い
は
再
立
藩
（
旧
「
朝
敵
」
）
・
新
立
藩
の
そ
れ
以
前
の
債
務
は
明
治
政
府
に
よ
り

取
捨
て
ら
れ
、
そ
の
他
も
下
げ
渡
さ
れ
た
新
旧
公
債
の
償
還
を
待
つ
ほ
か
な
か
っ
た
。

中
原
家
の
場
合
、

債
務
者
中
に
旧
「
朝
敵
」
、



幕
府
（
再
立
後
静
岡
藩
）

の
他
再
立
藩
仙
台
・
会
津
・
小
田
原
・
鶴
舞
（
旧
浜
松
）
・
山
形
・
関
宿
、

新
立
藩
村
岡
・
三
原
を
含
み
、

ま
た
天
保
期
以
前
の
古
債
も
か
な
り
あ
っ
た
か
ら
、
取
捨
て
ら
れ
た
藩
債
は
諸
藩
座
か
ら
少
な
く
と
も
七
万
六
千
両
に
上
り
、
全
体
の

六
割
に
及
ぶ
。
新
公
債
の
償
還
は
『
万
留
帳
』
の
内
、
諸
藩
座
で
は
な
く
内
座
に
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治
九
年
の
新
債
（
明
治
元

ー
五
年
）
利
子
渡
り
と
し
て
八
二

O
円
が
入
っ
て
い
る
の
で
、
新
公
債
の
年
利
四
%
と
い
う
利
率
か
ら
考
え
て
、
こ
の
時
点
の
中
原
家

所
有
新
公
債
の
額
面
は
二
万
五

O
O円
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
万
留
帳
』
諸
藩
座
か
ら
計
算
し
て
、

ま
た
旧
公
債
に
つ
い
て
は
、

中原庄兵衛家『万留帳』の分析

コ
一
万
三
千
円
前
後
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
利
子
が
つ
か
な
い
旧
公
債
に
つ
い
て
は
、
内
座
・
財
本
座
の
記
録
か
ら
見
て
、
か
な
り
明

治
九
年
前
に
売
却
さ
れ
て
お
り
、
政
府
か
ら
償
還
を
受
け
た
の
は
半
分
程
度
で
あ
る
。
概
算
で
あ
る
が
、
中
原
家
の
領
主
関
係
の
債
権

の
内
六
割
が
取
捨
て
ら
れ
、
残
り
の
五
万
四
千
円
程
度
が
新
旧
公
債
と
し
て
下
げ
渡
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
多
く
が
明
治
九
年
前
後
に

安
く
（
明
治
一
一
年
に
新
公
債
二
五

O
O円
を
売
却
し
た
際
の
値
段
は
八
七
五
円
、
旧
公
債
は
更
に
割
引
率
が
高
か
っ
た
筈
で
あ
る
）

売
却
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
内
座
の
記
録
欠
落
部
分
（
明
治
九
年
前
・
明
治
一
四

i
一
八
年

u記
載
の
簡
略
化
に
よ
る
）
を
除
い

て
も
、
少
な
く
と
も
二
万
九
六
二
八
円
余
の
収
益
が
、
新
公
債
利
子
・
償
還
分
・
売
却
代
金
等
と
し
て
中
原
家
に
入
っ
て
お
り
、
資
産

形
成
の
契
機
と
し
て
は
か
な
り
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
検
討
す
る
。

次
に
『
万
留
帳
』
貸
附
座
・
附
込
座
に
記
録
さ
れ
る
領
主
以
外
へ
の
貸
付
の
明
治
九
年
以
降
の
状
況
を
検
討
す
る
。
表
3
か
ら
両
座

と
も
少
し
づ
つ
で
は
あ
る
が
債
権
額
が
減
少
し
、
着
実
に
回
収
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
確
認

し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
明
治
九
年
以
降
ほ
と
ん
ど
新
た
な
貸
付
が
な
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
貸
階
座
に
は
一
件
の
記
録
も
な

い
し
、
附
込
座
に
わ
ず
か
に
あ
る
新
規
貸
付
も
、
貸
付
先
を
見
る
と
芦
田
長
八
ら
身
内
が
多
く
、
条
件
も
無
利
子
・
長
年
賦
と
通
常
の

37 

貸
付
と
は
異
な
る
。
明
治
九
年
以
降
の
中
原
家
は
、
家
業
と
し
て
の
貸
付
業
は
廃
止
し
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
第
二
に
確
認
し
て
お
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き
た
い
の
は
、
債
権
減
少
は
必
ず
し
も
一
万
利
回
収
に
よ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
原
家
側
で
取
立
て
は
確
実
だ
が
長
期
に
渡
る

と
判
断
し
て
、
貸
附
座
か
ら
財
本
座
に
付
け
替
え
た
ケ
l
ス
、
或
い
は
取
立
て
不
可
能
と
あ
き
ら
め
て
貸
附
座
・
附
込
座
か
ら
内
座
に

移
動
し
て
損
失
と
し
て
支
出
し
た
り
、
明
治
一
八
年
以
降
は
財
本
座
か
ら
両
座
へ
入
金
し
て
消
却
し
た
ケ
1
ス
が
あ
る
。
帳
簿
上
の
操

作
に
よ
り
、
債
権
が
表
面
上
荷
座
か
ら
消
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
貸
附
座
の
明
治
一
六
年
に
お
け
る
三
四
四

O
円
に
及
ぶ

債
権
の
減
少
は
、
明
治
初
年
に
発
生
し
た
二
件
の
貸
付
の
返
済
が
長
年
賦
に
な
り
そ
う
な
様
相
を
呈
し
た

（
一
件
は
一
万
金
一
八

O
O円

で
明
治
一
五
年
ま
で
元
入
れ
は
あ
っ
た
も
の
の
そ
の
総
額
は
九

O
円
に
す
ぎ
な
い
。
）

た
め
に
財
本
座
に
付
け
替
え
ら
れ
た
こ
と
が
原

因
で
あ
る
。
貸
附
座
で
は
明
治
九
J
二
八
年
に
、

一
六
五
四
円
余
が
内
座
へ
、
一
二
四
四

O
円
が
財
本
座
に
付
け
替
え
ら
れ
、
三
五
コ
一
九

円
が
財
本
座
か
ら
補
填
さ
れ
て
、
消
却
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
帳
簿
操
作
に
よ
っ
て
明
治
中
期
に
は
、
明
治
九
年
一
月
記
載
の
貸
附
座
債

権
の
一
四
%
が
消
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
附
込
座
の
方
で
は
、
七
二
七
一
円
余
が
内
座
へ
付
け
替
え
ら
れ
、
四
四
五

O
円
余
が
財
本
座

か
ら
の
補
填
に
よ
り
消
却
さ
れ
た
。
結
局
明
治
二
八
年
に
は
、
明
治
九
年
に
中
原
家
が
領
主
以
外
に
対
し
持
っ
た
償
権
六
万
七
五
三
九

円
余
の
内
、
二
五
%
の
一
六
九
一
四
円
余
が
帳
簿
上
消
却
、

一
六
%
の
一

O
九
O
円
程
度
が
元
利
返
済
や
抵
当
物
の
売
却
等
に
よ
り
回

収
さ
れ
、
八
四
一
一
円
程
度
の
新
た
な
債
権
形
成
が
新
規
貸
付
や
抵
当
物
売
り
払
い
等
に
よ
っ
て
も
回
収
で
き
な
か
っ
た
損
金
の
債
権

扱
い
に
よ
り
あ
っ
た
の
で
、
差
引
し
て
四
万
八
二
一
九
円
の
債
権
が
記
録
さ
れ
た
。
明
治
初
年
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
町
人
貸
債
権
の
回

収
状
況
は
き
わ
め
て
悪
い
と
言
え
る
。
内
座
へ
の
付
け
替
え
等
の
処
置
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
見
極
め
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
き
わ
め

て
少
な
い
な
が
ら
も
回
収
さ
れ
た
債
権
の
内
容
を
見
る
と
、
前
述
し
た
来
谷
両
替
店
・
為
替
会
社
関
係
で
半
ば
以
上
を
占
め
る
。
抵
当

物
の
な
い
個
人
に
対
す
る
債
権
、
殊
に
江
戸
期
に
遡
る
よ
う
な
そ
れ
の
回
収
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
明
治
九
年
以
降
中
原
家

で
は
貸
付
業
を
廃
止
し
た
と
述
べ
た
が
、
す
で
に
あ
る
貸
金
元
利
回
収
の
悪
化
か
ら
も
そ
れ
は
や
む
を
え
な
い
選
択
で
あ
っ
た
と
思
わ



れ
る
。そ
れ
で
は
明
治
九
年
以
降
の
中
原
家
の
資
産
形
成
は
い
か
に

し
て
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
表
4
を
も
と
に
検
討
し
た
い
。

こ
の
表
は
『
万
留
帳
』
の
内
座
・
財
本
座
に
日
記
載
さ
れ
た
財
本
、

す
な
わ
ち
資
本
の
金
額
の
変
化
を
グ
ラ
フ
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

中原庄兵衛家『万留帳』の分析

第
二
章
で
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
明
治
九
年
一
月
に

「
古
帳
」
か
ら
「
新
留
帳
」

へ
帳
簿
が
変
更
さ
れ
、
こ
れ
に
伴

い
三
万
六

O
三
七
両
余
の
資
本
が
「
新
留
帳
」
財
本
と
し
て
設

定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
明
治
一
九
年
ま
で
は
内
座
に

財
本
の
記
録
が
あ
り
、
一
二
年
以
降
は
財
本
座
が
独
立
し
て
記

録
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
さ
て
表
4
を
一
見
し
て
わ
か
る
の
は
、

中
原
家
の
資
本
は
、
年
に
よ
っ
て
は
減
少
す
る
こ
と
も
あ
る
が

お
お
む
ね
増
加
し
続
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ふ
え
か
た

は
一
徴
増
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
比
較
的
大
き
な
伸
び
を

見
せ
る
時
期
が
あ
る
。
ま
ず
こ
の
一
一
一
つ
の
急
増
期
を
検
討
し
ょ

ぅ
。
そ
の
第
一
は
明
治
十
年
代
前
半
で
、
特
に
一

O
年
の
伸
び
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は
著
し
い
。
こ
の
原
因
は
、
内
座
の
記
録
か
ら
見
て
同
年
の
新

〈万円）
8 

7 

6 

5 

4 

3 

（年）1905 1900 1895 

『万留帳』資本の変動

1890 1885 

表4
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旧
公
賓
関
係
の
収
益
の
大
き
さ

1
1
利
子
・
払
戻
し
・
売
却
代
金
合
わ
せ
て
七
七
六
六
円
に
な
り
年
収
の
八
八
%
に
あ
た
る
！
ー
に
あ

る
。
ち
な
み
に
内
座
は
図
1
に
表
示
し
た
よ
う
に
、
債
権
関
係
以
外
の
収
支
を
記
録
す
る
ほ
か
、
他
座
と
の
調
節
機
能
を
持
つ
。
内
座

そ
の
も
の
は
ほ
ぼ
一
五
万
四
千
円
代
を
保
っ
て
動
か
ず
、
収
入
が
多
け
れ
ば
財
本
座
へ
そ
の
分
が
動
か
さ
れ
る
の
で
あ
J

る
。
従
っ
て
財

本
座
の
増
加
の
原
因
は
、

ほ
ぽ
収
入
の
増
加
に
原
因
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。
第
一
一
一
の
急
増
期
明
治
二
六
年
に
し
て
も
そ
う
で
あ
〆
り
、
二

四
年
に
償
還
を
完
了
し
た
新
旧
公
債
の
払
戻
し
金
が
一
括
し
て
「
公
債
座
」
か
ら
入
金
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
額
は
一
万
八

八
四
七
円
余
に
及
ん
だ
。
第
二
の
急
増
期
、
明
治
一
六
年
の
場
合
だ
け
が
増
加
の
原
因
を
異
に
す
る
。
こ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

長
年
賦
返
済
と
な
っ
た
債
権
二
口
が
貸
附
座
か
ら
財
本
座
へ
移
動
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
現
象
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う

な
他
座
の
債
権
を
財
本
座
へ
付
け
替
え
る
例
は
こ
の
年
の
二
口
に
限
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
財
本
座
か
ら
移
動
し
て
他
座
へ
補
填
し
た
資

本
の
ほ
う
が
額
と
し
て
は
る
か
に
大
き
い
。
従
っ
て
第
二
の
急
増
の
原
因
は
例
外
的
で
あ
り
、
収
入
の
増
加
こ
そ
資
本
の
増
加
の
第
一

要
因
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
既
述
し
た
よ
う
に
、
中
原
家
の
大
名
貸
債
権
の
た
か
が
四
割
が
認
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
新
旧

公
債
関
係
の
収
益
こ
そ
、
資
本
の
伸
び
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
表
4
に
関
し
て
次
に
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
資

本
の
微
増
を
も
た
ら
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
資
本
の
徴
増
を
記
録
し
た
明
治
二
三
年
の
例
を
取
ろ
う
。
財
本
座
の
記
載
に
よ
る
と
、

こ
の
年
の
収
入
は
総
額
二
六
九
九
円
余
、
支
出
は
一
二
八
五
円
余
で
純
益
五
一
四
円
で
あ
る
。
収
入
の
五
七
%
に
あ
た
る
一
五
二
八
円

が
「
利
金
」
す
な
わ
ち
両
替
商
経
営
上
の
収
益
で
あ
る
が
、
そ
の
他
は
す
べ
て
中
之
島
・
土
佐
堀
・
山
口
村
・
新
庄
村
に
持
つ
土
地
・

家
屋
か
ら
上
が
る
収
益
で
あ
る
。
特
に
一
四
五
六
坪
の
土
地
を
持
ち
そ
の
一
部
に
は
三
井
物
産
株
式
倉
庫
会
社
が
地
借
し
て
い
る
中
之

島
二
丁
目
か
ら
の
収
益
は
七
百
円
を
越
え
全
収
入
の
四
分
の
一
以
上
で
あ
る
。
土
地
関
係
の
収
益
が
無
け
れ
ば
、
店
の
費
用
が
支
払
え

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
問
題
は
両
替
商
経
営
が
ど
の
く
ら
い
割
り
に
合
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
明
治
以
降



の
両
替
商
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
研
究
が
な
い
に
等
し
い
が
、

一
般
的
に
は
前
代
の
よ
う
な
金
融
機
関
と
し
て
の
機
能
を
喪
失
し
、
古

（

H
引
）

金
銀
売
買
、
八
ム
債
取
引
等
で
余
命
を
保
持
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
中
原
家
の
場
合
こ
れ
に
加
え
て
貿
易
関
係
の
業
務
を

表
5
は
、
利
金
H
両
替
店
収
益
、
土
地
関
係
収
益
、
店

行
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
明
治
中
期
多
く
設
立
さ
れ
た
銀
行
と
の
競
合
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
あ
ま
り
明
る
い
見
通
し
は
な
い
。

の
費
用
（
人
件
費
、
雑
用
・
臨
時
費
に
は
中
原
家
家
計

中原庄兵衛家『万留帳』の分析

も
含
ま
れ
る
は
ず
だ
が
全
額
含
め
た
）
を
グ
ラ
フ
化
し

た
も
の
で
あ
る
。
両
替
店
収
益
は
明
治
一
一
、
二
年
に

急
増
し
た
が
、
明
治
二

0
年
代
以
降
は
年
一
五

O
O円

の
収
益
を
上
げ
る
の
が
だ
ん
だ
ん
困
難
に
な
っ
て
き
て

い
る
。
し
か
も
店
の
費
用
は
、
う
な
ぎ
の
ぼ
り
に
上
昇

し
て
い
る
。
費
用
の
内
半
分
程
度
が
、
店
で
働
く
別
宅

－
手
代
・
子
供
の
給
料
・
賞
与
等
で
あ
っ
た
。
土
地
関

係
の
収
益
は
凹
凸
は
あ
る
も
の
の
全
体
と
し
て
は
増
加

の
傾
向
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
表
4
・
5
を

見
比
べ
れ
ば
、
資
本
の
微
増
は
利
金
・
土
地
収
益
・
店

費
用
の
徴
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
上
で
成
立
す
る
こ
と
が
明
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ら
か
で
あ
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。
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は
二
五
年
中
の
土
地
か
ら
の
収
益
が
落
ち
込
ん
だ
た
め
に
、
膨
張
し
た
店
の
費
用
を
補
え
ず
に
起
こ
っ
た
現
象
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
明

治
二
七

1
二
八
年
の
資
本
の
減
少
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
明
治
二

0
年
代
後
半
の
中
原
家
の
両
替
商
経
営
は
か
な
り
不
安
定
な
も
の
と
言

ぇ
、
両
替
商
廃
止
の
前
提
を
な
す
。
両
替
商
廃
止
、
閉
店
後
の
中
原
家
の
資
本
の
動
き
は
、
表
4
に
も
見
ら
れ
る
通
り
、

一
年
二
J
四

百
円
の
純
益
を
上
げ
、
年

O
、
四
四
%
程
度
の
安
定
的
伸
び
率
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
中
原
家
の
金
融
資
本
と
し
て
の
性
格
は
、
明
治

初
年
に
は
貸
付
業
を
停
止
、
両
替
商
と
し
て
の
業
務
も
限
定
さ
れ
て
、
か
な
り
空
骸
化
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
最
終
的
に
払
拭
さ
れ
た

の
は
、
日
本
の
社
会
に
お
い
て
産
業
資
本
が
確
立
の
路
程
を
た
ど
り
、
資
本
主
義
全
体
が
そ
の
特
徴
的
姿
態
を
整
え
始
め
た
の
と
期
を

一
に
し
て
い
た
。
二
九
年
の
恐
慌
の
影
響
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
中
原
家
は
ま
ず
土
地
そ
れ
か
ら
株
に
資
本
を
投
下
し
、
到
来
し
た

資
本
主
義
社
会
の
中
で
生
残
り
を
計
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
株
に
関
連
し
て
二
、
三
付
け
加
え
て
お
く
と
、
中
原
家
が
初
め
て
所
有
し
た
株
は
本
家
善
右
衛
門
が
明
治
一

O
年
に
設
立
し

（
川
町
）

た
第
一
三
国
立
銀
行
の
四
株
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
本
家
か
ら
分
与
さ
れ
た
も
の
で
い
ろ
い
ろ
制
限
が
つ
い
て
い
た
。
明
治
三

O
年
に
第

一
三
銀
行
の
営
業
を
継
承
す
る
形
で
鴻
池
銀
行
が
興
さ
れ
た
際
、
中
原
庄
兵
衛
は
「
内
事
部
銀
行
部
諸
掛
役
」
に
任
命
さ
れ
て
お
り
、

本
店
の
業
務
執
行
人
の
一
人
と
し
て
月
給
を
得
て
い
る
↑
そ
の
手
代
擾
谷
の
繋
累
と
見
ら
れ
る
榎
谷
徹
蔵
も
鴻
池
銀
行
の
出
納
係
と
な

っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
中
原
家
の
両
替
商
廃
止
後
そ
の
土
地
が
鴻
池
銀
行
に
転
用
さ
れ
た
よ
う
に
、
奉
公
人
の
あ
る
者
は
鴻
池
銀
行
に

（

叫

）

吸
収
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
明
治
後
半
に
は
中
原
の
名
は
鴻
池
善
右
衛
門
の
史
料
中
に
現
れ
な
く
な
る
か
ら
、
中
原
家
の
鴻
池
銀

行
と
の
係
わ
り
を
過
大
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。



四

終’

り

わ

個
別
の
商
家
の
経
営
を
社
会
全
体
の
政
治
・
経
済
の
動
き
の
中
に
位
置
づ
け
て
分
析
す
る
こ
と
は
、
か
な
り
困
難
な
作
業
で
あ
る
。

中
原
庄
兵
衛
家
『
万
留
帳
』
の
分
析
も
日
常
的
な
帳
簿
の
照
合
を
欠
き
、
と
に
か
く
あ
い
ま
い
な
部
分
が
多
く
意
に
満
た
な
い
点
も
多

ぃ
。
し
か
し
こ
れ
は
こ
れ
で
、
近
世
に
お
い
て
信
用
創
出
の
枢
要
に
あ
っ
た
一
金
融
資
本
が
、
そ
の
使
命
を
終
え
つ
つ
、
到
来
す
る
資

中原庄兵衛家『万留帳』の分析

本
主
義
社
会
に
適
合
的
な
在
り
方
を
探
し
選
択
し
た
、
そ
の
一
つ
の
選
択
の
可
能
性
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
原
庄
兵
衛
家
は
、

藩
債
処
分
・
銀
目
廃
止
等
の
明
治
政
府
の
政
策
に
打
撃
を
受
け
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
形
成
し
た
巨
大
な
債
権
未
回
収
の
ま
ま
で
経
営

の
立
直
し
を
計
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
明
治
初
年
に
参
画
し
た
諸
事
業
も
、
洋
銀
取
引
と
い
う
本
来
の
両
替
業
務
に
近
い
と
こ
ろ
で

の
成
功
を
見
た
の
み
で
あ
る
。
中
原
家
が
両
替
商
と
い
う
前
代
か
ら
の
業
務
を
明
治
中
期
ま
で
継
続
し
え
た
の
に
は
、
そ
の
時
期
ま
で

貿
易
の
み
な
ら
ず
お
そ
ら
く
は
商
業
一
般
の
金
融
業
に
お
い
て
、
新
興
の
銀
行
に
よ
っ
て
担
い
き
れ
な
い
部
分
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
こ

と
、
新
旧
公
債
等
取
引
を
行
な
っ
た
な
ど
の
原
蓄
期
な
ら
で
は
の
過
渡
的
な
原
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
も
明
治
三

0
年
代
に
は
意

味
を
失
っ
て
い
く
。
そ
の
後
の
中
原
家
は
、
江
戸
時
代
以
来
所
有
す
る
土
地
か
ら
の
収
益
1

株
、
そ
し
て
一
時
は
本
家
鴻
池
銀
行
役
員

と
し
て
の
俸
給
を
収
入
源
に
、
「
資
産
家
」
と
し
て
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
撤
退
で
あ
り
、

ま
た
日
本
資
本
主
義
と
の
つ

つ
ま
し
い
共
生
で
も
あ
っ
た
。
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注
（

1
）
 

（

2
）
 

大
阪
大
学
園
史
研
究
室
所
蔵
。

前
者
の
例
で
は
、
千
田
稔
「
藩
債
処
分
と
商
入
資
本
｜
｜
長
国
家
の
場
合

l
」
（
『
経
営
史
学
』
一
五
｜
一
二
九
八
O
年
）
等
。
後
者
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（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

で
は
、
安
岡
重
明
『
財
閥
形
成
史
の
研
究
』
（
ミ
ネ
ル
グ
ァ
書
一
一
、
一
九
七
O
年
）
等
。

宮
本
又
次
「
鴻
池
善
右
衛
門
家
の
『
家
定
記
録
覚
』
L

（
「
大
阪
大
学
経
済
学
』
一
四
三
了
四
、
一
九
六
五
年
）
0

鴻
池
統
男
・
康
山
謙
介
「
鴻
池
屋
善
右
衛
門
家
の
別
家
に
関
す
る
史
料
」
（
『
大
阪
大
学
経
済
学
』
＝
一
四
四
、
一
九
八
五
年
）
。

川
上
雅
「
寛
文
・
延
宝
期
鴻
池
資
本
の
運
動
形
態
（
一
・
二
）

l
f
「
酒
仕
切
目
録
」
の
分
析
l
｜
」
（
「
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
一
一
一
了
三
一
二
、

九
六
二
年
）
等
。

『
改
正
増
補
難
波
丸
綱
目
』
（
河
内
屋
太
助
発
行
、
享
和
元
年
改
正
）
〔
大
阪
府
立
図
書
館
所
蔵
〕
。
そ
れ
以
前
の
同
種
の
網
目
類
の
領
主

用
達
町
人
の
中
に
鴻
池
屋
庄
兵
衛
の
名
は
な
い
。

宮
本
又
次
「
鴻
池
家
の
家
屋
敷
」
（
「
大
阪
の
研
究
』
三
、
清
文
堂
出
版
側
、
一
九
六
九
年
）
。

黒
羽
兵
治
郎
編
『
大
阪
商
業
史
料
集
成
』
五
（
清
文
堂
出
版
側
、
一
九
三
九
年
）
所
収
の
手
形
便
覧
類
よ
り
確
認
。

注
（
4
）
に
同
じ
。

『
大
阪
現
代
人
名
辞
書
』
（
文
明
社
、
一
九
一
三
年
）
。

注
（
6
）
に
同
じ
。

佐
賀
藩
の
借
銀
整
理
に
つ
い
て
は
、
木
原
湾
卒
「
幕
末
期
佐
賀
藩
の
財
政
構
造
に
つ
い
て
」
（
『
九
州
大
学
九
州
文
化
史
研
究
施
設
紀
要
』

二
一
、
一
九
七
六
年
）
。

吉
岡
源
七
「
両
替
商
沿
革
史
」
前
一
一
二
九
頁
（
前
掲
『
大
阪
商
業
史
料
集
成
』
一
二
）
。

有
田
町
史
編
纂
委
員
会
『
有
田
町
史
』
陶
業
編
一
（
一
九
八
五
年
）
所
収
「
口
達
」
（
百
武
作
右
衛
門
作
成
、
巳
四
月
）
。

『
有
田
町
史
』
商
業
編
一
（
一
九
八
八
年
）
所
収
「
御
国
産
陶
器
御
手
仲
買
申
奉
差
上
根
証
文
集
」
o

中
元
美
智
子
「
佐
賀
濯
に
お
け
る

陶
磁
器
専
売
」
（
『
九
州
史
学
』
四
一
、
－
九
六
七
年
）
。

拙
論
「
近
世
大
坂
の
大
名
貸
商
人
｜
l

鴻
池
屋
栄
三
郎
家
の
場
合

l
l
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
一
一
一
一
九
、
一
九
九

O
年）。

安
岡
重
明
「
前
期
的
資
本
の
変
質
過
程
l
l
鴻
池
研
究
の
一
節
｜
｜
」
（
前
掲
『
大
阪
の
研
究
』
四
、
一
九
七

O
年）。

注
（
げ
）
に
同
じ
。

大
阪
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
（
写
真
版
）
。

同
図
書
館
所
蔵
『
鴻
池
家
算
用
帳
』
一

J
六
（
写
真
版
）
。

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（叩）
（日）
（ロ）15 14 13 （団）

（汀）
（問）
（日）
（初）
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（氾）
（忽）
（お）
（剖）
（お）
（お）
（釘）
（お）

（

mm）
 

（却）
（
出
品
）

（

詑

）
（お）
（担）
（お）
（お）

（
初
出
）

（お）
（

鈎

）
（紛）
（但）

（

必

）

注
（
3
）
に
同
じ
。

注
（
仔
）
に
同
じ
。

前
掲
安
岡
著
書
。

注
（
日
）
に
同
じ
。

大
阪
経
済
史
料
集
成
刊
行
委
員
会
『
大
阪
経
済
史
料
集
成
』
一

前
掲
吉
岡
著
書
前
編
三
八
J
五
八
頁
。

注
（

m）
に
同
じ
。

株
に
つ
い
て
は
、
『
全
国
株
主
要
覧
』
大
正
七
年
版
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
一
八
年
）
等
、
土
地
に
つ
い
て
は
『
万
留
帳
』
の
他
、

地
籍
地
図
編
輯
部
編
『
大
阪
地
籍
地
図
』
（
吉
江
集
書
堂
、
一
九
一
一
年
）
を
参
照
。

注
（
vm
）
に
同
じ
。

丸
尾
京
子
「
兵
庫
開
港
を
め
ぐ
る
商
社
の
設
立
と
そ
の
構
成
」
（
『
兵
庫
史
学
』
一
六
、
一
九
五
八
年
）
。

大
阪
市
役
所
編
『
明
治
大
正
大
阪
市
史
』
四
経
済
篇
下
（
一
九
三
一
年
）
一
一
二
J
一
四
頁
。

宮
本
又
次
「
明
治
初
年
大
阪
の
市
中
商
社
と
貿
易
商
社
」
（
『
上
方
の
研
究
』
二
、
清
文
堂
出
版
側
、
一
九
七
五
年
）
。

前
掲
吉
岡
源
七
「
両
替
商
沿
革
史
」
前
篇
一
一
二
三
J
一
三
六
頁
。

菅
野
和
太
郎
「
明
治
初
年
に
於
け
る
大
阪
通
商
会
社
（
上
・
下
）
」
（
『
経
済
論
叢
』
二
七

l
四
、
五
、
一
九
二
八
年
）
。

注
（
担
）
に
同
じ
。

注
（
担
）
に
同
じ
。

前
掲
『
明
治
大
正
大
阪
市
史
』
七
史
料
篇
（
一
九
三

O
年
）
一

O
二
O
J
一
O
五
こ
具
。

『
会
社
全
書
』
（
『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』
十
五
・
十
六
（
明
治
文
献
資
料
刊
行
会
、
一
九
六
四
年
）
。

徳
田
寿
秋
「
金
沢
為
替
会
社
の
研
究
」
（
『
日
本
歴
史
』
三

O
七
、
一
九
七
三
年
）
。

注
（
沼
V

に
同
じ
。

注
（
叩
m
v
、
（
但
）
に
同
じ
。

作
道
洋
太
郎
「
国
立
銀
行
の
成
立
過
程
｜
l
明
治
前
期
に
お
け
る
定
款
の
原
文
と
そ
の
解
題
｜
｜
」
（
『
大
阪
大
学
経
済
学
』
一
一
ー
一
・

（
大
阪
商
工
会
議
所
、
一
九
七
一
年
）
所
収
、
史
料
番
号
コ
一

O
。
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（必）
（姐）

二
、
一
九
六
一
年
）
。

康
山
謙
介
「
明
治
後
期
・
大
正
期
に
お
け
る
鴻
池
家
の
企
業
者
活
動
（
一
）
」
（
『
大
阪
大
学
経
済
学
』
二
九
｜
一
、
一
九
七
九
年
）
。

康
山
謙
介
「
鴻
池
家
に
お
け
る
同
族
経
営
の
歴
史
的
特
質
｜
｜
近
世
か
ら
近
代
へ
の
転
換
期
の
諸
問
題

i
l」
（
「
大
阪
大
学
経
済
学
』
一
一
一

一1
1
1

四
、
一
九
八
二
年
）
。

（
文
学
部
助
手
）


